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令 和 ５ 年
10月 17 日（火）

　
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
１
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
度
の
福

井
県
の
職
員
採
用
Ⅰ
種
試
験
（
第
２
回
追
加
募
集
）
を
実
施
す
る
の
で
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
５
７
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
６
号
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
人
事
委
員
会

１
　
試
験
の
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

２
　
受
験
資
格
　
　

　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
１
４
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
者
ま
た
は
平
成
１
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２

６
号
）
第
８
３
条
の
大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
人
事
委
員
会
が
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
現
に
卒
業
し
た
者
も
し
く
は
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
と
す

る
。
た
だ
し
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
試
験
の
日
時
、
場
所
お
よ
び
方
法
な
ら
び
に
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

⑴
　
第
１
次
試
験

ア
　
日
時

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
（
金
）
か
ら
１
２
月
１
０
日
（
日
）
ま
で

イ
　
場
所

　
全
国
に
設
置
さ
れ
る
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
受
験
者
が
選
択
す
る
会
場
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン

会
場

ウ
　
方
法

　
公
務
員
と
し
て
必
要
な
能
力
に
つ
い
て
、
基
礎
能
力
試
験
を
行
う
ほ
か
、
専
門
性
確
認
シ
ー
ト

選
考
お
よ
び
性
格
検
査
を
行
う
。

エ
　
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

　
令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
に
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載

す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
は
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
第
２
次
試
験

ア
　
日
時

試
験
の
区
分

採
用
予
定
人
員

農
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
人

林
学
　
　
　
　
　
　
　
　
１
～
２
人

建
築
　
　
　
　
　
　
　
　
１
～
２
人

土
木
（
総
合
）
　
　
　
　
　
　
５
人

電
気
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
人

　
　
令
和
６
年
１
月
中
旬

イ
　
場
所

　
　
福
井
市
内
（
予
定
）

ウ
　
方
法

　
　
第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
専
門
試
験
、
口
述
試
験
お
よ
び
適
性
検
査
を
行
う
。

　
　
ま
た
、
一
定
の
語
学
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
一
定
点
を
総
合
得
点
に
加
点
す
る
。

⑶
　
最
終
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

　
令
和
６
年
２
月
上
旬
に
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
最
終
合
格
者
と
し
て
第
２
次
試
験
の
合
格

者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
ほ
か
、
第
２
次
試
験
の
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
。

４
　
受
験
手
続

⑴
　
受
験
の
申
込
み
の
方
法

　
　
ふ
く
ｅ
－
ね
っ
と
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
申
し
込
む
こ
と
。

⑵
　
受
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
（
水
）
か
ら
同
年
１
１
月
１
７
日
（
金
）
ま
で

５
　
そ
の
他

⑴
　
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
行
う
こ
と
。

⑵
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
作
成
す
る
試
験
案
内
を
参
照
す
る
こ
と
。

⑶
　
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
、
試
験
の
日
時
、
場
所
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

人
事
委
員
会
公
告
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地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
１
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
度
の
福

井
県
の
職
員
採
用
Ⅰ
種
試
験
（
第
２
回
追
加
募
集
）
を
実
施
す
る
の
で
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
５
７
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
６
号
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
人
事
委
員
会

１
　
試
験
の
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

２
　
受
験
資
格
　
　

　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
１
４
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
者
ま
た
は
平
成
１
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２

６
号
）
第
８
３
条
の
大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
人
事
委
員
会
が
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
現
に
卒
業
し
た
者
も
し
く
は
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
と
す

る
。
た
だ
し
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
試
験
の
日
時
、
場
所
お
よ
び
方
法
な
ら
び
に
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

⑴
　
第
１
次
試
験

ア
　
日
時

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
（
金
）
か
ら
１
２
月
１
０
日
（
日
）
ま
で

イ
　
場
所

　
全
国
に
設
置
さ
れ
る
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
受
験
者
が
選
択
す
る
会
場
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン

会
場

ウ
　
方
法

　
公
務
員
と
し
て
必
要
な
能
力
に
つ
い
て
、
基
礎
能
力
試
験
を
行
う
ほ
か
、
専
門
性
確
認
シ
ー
ト

選
考
お
よ
び
性
格
検
査
を
行
う
。

エ
　
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

　
令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
に
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載

す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
は
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
第
２
次
試
験

ア
　
日
時

令
和
五
年
十
月
十
七
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

　
　
令
和
６
年
１
月
中
旬

イ
　
場
所

　
　
福
井
市
内
（
予
定
）

ウ
　
方
法

　
　
第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
専
門
試
験
、
口
述
試
験
お
よ
び
適
性
検
査
を
行
う
。

　
　
ま
た
、
一
定
の
語
学
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
一
定
点
を
総
合
得
点
に
加
点
す
る
。

⑶
　
最
終
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

　
令
和
６
年
２
月
上
旬
に
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
最
終
合
格
者
と
し
て
第
２
次
試
験
の
合
格

者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
ほ
か
、
第
２
次
試
験
の
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
。

４
　
受
験
手
続

⑴
　
受
験
の
申
込
み
の
方
法

　
　
ふ
く
ｅ
－
ね
っ
と
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
申
し
込
む
こ
と
。

⑵
　
受
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
（
水
）
か
ら
同
年
１
１
月
１
７
日
（
金
）
ま
で

５
　
そ
の
他

⑴
　
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
行
う
こ
と
。

⑵
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
作
成
す
る
試
験
案
内
を
参
照
す
る
こ
と
。

⑶
　
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
、
試
験
の
日
時
、
場
所
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。


